
◎国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関す

る法律の一部を改正する法律 
（令和六年四月一七日法律第一六号）   

一、 提案理由（令和六年三月二七日・衆議院財務金融委員会） 

○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加

盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその

内容を御説明申し上げます。 

 国際通貨基金は、加盟国の出資を主な財源として、対外的な支払い困難に陥った加盟

国に対して資金支援を実施することを主な業務とする国際機関であります。加盟国が直

面する様々な危機への対応に一層貢献できるよう、同基金の融資能力を強化することを

目的として、昨年十二月、同基金において、増資が合意されました。 

 政府としては、同基金が果たす役割や増資の重要性に鑑み、第二位の出資国として増

資の早期実現に積極的に貢献していくため、本法律案を提出した次第であります。 

 本法律案の内容は、我が国から同基金への出資額の上限について、現行の三百八億二

千五十万特別引き出し権に相当する金額を四百六十二億三千八十万特別引き出し権に相

当する金額に改めるための措置等を講ずるものであります。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（令和六年四月四日） 

○津島淳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国際通貨基金に対する加盟国の出資総額が増額されることとなったこと等に

伴い、我が国の同基金に対する出資額の上限を四百六十二億三千八十万特別引き出し権

に相当する金額に増額するための措置等を講じようとするものであります。 

 本案は、去る三月二十六日当委員会に付託され、翌二十七日鈴木財務大臣から趣旨の

説明を聴取し、四月三日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、

採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月三日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 世界経済の複合的な危機に伴い、加盟国が直面する課題への対応に国際通貨基金が

一層貢献できるよう、今後も同基金の機能やガバナンス等の強化に向け、我が国とし

ても同基金に協力するとともに、主要出資国にふさわしいリーダーシップを発揮する

など、我が国の国際的プレゼンスの向上に努めること。 



二 今後のクォータの見直しに当たっては、その増資規模について十分検討するととも

に、加盟国の出資割合の調整に関し、経済力を基礎としながらも新たな指針の必要性

について各加盟国に働きかけ、我が国の国益に資する見直しとなるよう努めること。 

三 開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際通貨基金や世界銀行グループを

通じて債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要で

あることから、債権国による当該債務データの共有を促進していくとともに、債務国

が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が

確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけていくこと。 

四 我が国の国際貢献の機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用

機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう支援に努めると

ともに、出資に見合う枢要なポストの獲得に尽力すること。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和六年四月一二日） 

○足立敏之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国際通貨基金に対する加盟国の出資総額が増額されることとなったこと

等に伴い、日本の同基金に対する出資額の上限を引き上げるための措置等を講じようと

するものであります。 

 委員会におきましては、国際通貨基金の果たす役割と今般の増資の意義、今後の出資

割当額の見直しに向けた政府の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議

録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員、各派に

属しない議員の神谷宗幣委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月一一日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 世界経済の複合的な危機に伴い、加盟国が直面する課題への対応に国際通貨基金が

一層貢献できるよう、今後も同基金の機能やガバナンス等の強化に向け、我が国とし

ても同基金に協力するとともに、主要出資国にふさわしいリーダーシップを発揮する

など、我が国の国際的プレゼンスの向上に努めること。 

二 今後のクォータの見直しに当たっては、その増資規模について十分検討するととも

に、加盟国の出資割合の調整に関し、経済力を基礎としながらも新たな指針の必要性

について各加盟国に働きかけ、我が国の国益に資する見直しとなるよう努めること。 

三 開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際通貨基金や世界銀行グループを



通じて債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要で

あることから、債権国による当該債務データの共有を促進していくとともに、債務国

が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が

確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけていくこと。 

四 我が国の国際貢献の機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用

機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう支援に努めると

ともに、出資に見合う枢要なポストの獲得に尽力すること。 

五 国際機関の活動や我が国の貢献について国民の理解を得るために、日本語表記を含

めた広報活動や情報公開のより一層の充実に努めること。 

  右決議する。 


